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１．今、なぜ民生分野の省エネが必要か
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今、なぜ民生分野の省 ネが必要か



○二度の石油危機を踏まえ、輸入資源の安定的な確保とともに、資源の対外依存度の低減
（電源構成の多様化と省エネルギー）に向けた取組を着実に推進。

安定供給

安定供給 経済性

・石油依存度の低減、石油代替エネルギーの導入による安定供給の確保

1970
年代

＋

【石油危機（73年、79年）】

1980
年代

・省エネルギーの推進省エネルギーの推進

【経済構造改革の要請】

日本のエネルギー政策の変遷日本のエネルギー政策の変遷
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安定供給 経済性

安定供給 環境経済性

安定供給 環境経済性

・石油代替エネルギー導入と省エネルギーの更なる推進省エネルギーの更なる推進

・電力・ガス事業改革による経済性確保

・非化石エネルギー（再生可能エネルギー、原子力）の導入拡大・資源外交の強化

1990
年代

2000
年代

＋

＋ ＋

＋ ＋

【京都議定書発効（05年）、資源獲得競争激化】

2011.3.11 東日本大震災の発生

【京都議定書採択（97年）】

資源確保の強化

新しいエネルギー選択のあり方（検討中）新しいエネルギー選択のあり方（検討中）
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○我が国の最終エネルギー消費の推移を見ると、全体の３割を占める民生部門は、産業、運輸
部門に比し、過去からの増加幅が相対的に大きい。

○オフィスビル等の業務部門におけるエネルギー消費量は、民生部門の約６割近くを占める。

最終最終エネルギー消費のエネルギー消費の推移、民生（業務・家庭）の推移推移、民生（業務・家庭）の推移

（百万石油換算ｋＬ）
（兆円）

ＧＤＰ
1990→2010

1.19倍

最終エネル
ギー消費量
1990→2010

1.08倍

最終エネルギー消費の推移
民生（業務・家庭）部門の内訳

（百万石油換算ｋＬ）
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運輸部門

民生部門

産業部門

22.9%

33.2%

43.9%
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1990→2010
1.07倍

1990→2010
1.35倍

1990→2010
0.94倍

業務部門

家庭部門
1990→2010

1.30倍

1990→2010
1.39倍

56.6%

43.4%

出典: エネルギー需給実績より資源エネルギー庁作成



1.39

1.43

1.4
1.45

1.5
1.55

建物用途別の建物使用時間（営業時間）の推移

1990 2005 2009 増加率

(90年比)
単位

百貨店 7.8 9.9 9.6 23% １日あたり営
業時間

業務部門におけるエネルギー消費の推移とその背景業務部門におけるエネルギー消費の推移とその背景

業務部門におけるエネルギー消費量と床面積の推移

エネルギー消費量

○業務部門のエネルギー消費量増加は、床面積の増加に加え、建物使用時間（営業時間）の
増加など利用方法の変化が大きな要因。

0.98

0.9
0.95

1
1.05

1.1
1.15

1.2
1.25

1.3
1.35 コンビニ 22.1 23.6 23.6 7% １日あたり営

業時間

ス
ー
パ
ー

大規模 - 12.4 11.4 △8%
(05年比)

１日あたり営
業時間

中規模 10.2 15.1 13.3 30% １日あたり営
業時間

事
務
所

自社ビ
ル

10.6 11 - 4% １日あたり建
物使用時間

テナン
ト

11.2 11.8 - 5% １日あたり建
物使用時間

出典：百貨店協会及びチェーンストア協会公表資料

関西地区建物エネルギー消費実態報告書

都内大規模事業所のエネルギー使用に関わる実態調査より

出典:平成２０年度エネルギー需給実績より資源エネルギー庁作成
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床面積

エネルギー消費量/床面積



諸外国も「ビル」の省エネに大きな関心諸外国も「ビル」の省エネに大きな関心

＜中国＞＜中国＞
�第12次五カ年計画（2011-2015）において、「グリーン建築」を強化。

・グリーン建築基準の適用拡大（拘束力あり）
・グリーン建築モデル都市の設置（１００箇所） 等

※日中省エネ環境フォーラムに「グリーン建築」の分科会を設置（８月開催予定）。

＜韓国＞＜韓国＞

○ 諸外国においても、「ビル」の省エネに対する関心が高まる。
○ 各国とも拘束力を持った方針を示し、その実現に向け取組を促進。

韓国韓国
�省エネ基準の強化（2009年比で2012年に30%、2017年に60%）。
� 2050年にZEB実現を義務化する方針。

＜ＥＵ＞＜ＥＵ＞
� 2020年以降に新築される全ての住宅・建築物を、概ねゼロ・エネルギーとすることで合意。

（英） 2019年までに全ての新築建築物をゼロカーボン化する目標を発表。
（独） 新築時や既存建築物の取引時にエネルギー性能証書の提示を義務化。

＜米国＞＜米国＞
� 2030年までに全ての新築業務用ビルを、2050年までに全ての業務用ビルをZEB化。
�省エネ性能の評価ラベリングとして、「LEED」・「Energy Star Program」を運用。

※各公表資料より資源エネルギー庁作成
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２．震災以降のエネルギーを巡る状況と変化

6

震災以降の ネルギ を巡る状況と変化



（参考）２０１１年夏の需給ギャップ
（節電目標判断時）

%

２０１２年 需給検証委員会 今夏需給ギャップ見込み
（２０１０年猛暑の需要実績から、経済影響、定着節電分を加味した需要想定に基づく需給ギャップ）

昨夏・今夏昨夏・今夏の需給の需給ギャップの見込みギャップの見込み

需給ギャップ（万kW） ▲620 ▲110 ▲195 25 ▲445 ▲36 ▲10 2 20 53 53 251 137 ▲269 294

中西
日本

東日本東京 東北 関西 全国 関西 九州 北海道 四国 北陸 東北 中国 東京 中部

※予備率3%加味 ※随時調整契約込
※水色は予備率3%加味の数字

-10.3 -7.4 -6.2 0.1 -14.9 -2.2 -1.9 0.3

3.6 3.8 4.5 4.5 5.2

-2.8

4

-2
0
2
4
6
8

2 7

0.6 0.8 1.5 1.5 2.2 1

使用制限令
▲１５%

節電要請
▲１０%

実績 東京 東北 関西

大口 ▲27% ▲18% ▲9%

小口 ▲19% ▲17% ▲10%

家庭 ▲11% ▲18% ▲4%

2010年
最大需要と
の比較

▲21.4 ▲15.1 ▲7.3 ▲4.7

-18
-16
-14
-12
-10

-8
-6
-4

-13.3

-10.4
-9.2

-2.9

-17.9

-5.2 -4.9

-2.7

-5.8

出所：今夏の電力需給対策について（平成24年5月18日エネルギー・環境会議（第8回）合同会議資料より）
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今年の夏の節電目標今年の夏の節電目標

節電
目標

北海道 東北 東京 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 沖縄

現行 ▲7％ 数値目
標な

数値目
標な

▲5％ ▲15％ ▲5％ ▲5％ ▲7％ ▲10％ -

出所：今夏の節電目標の改定方針について（平成24年6月22日エネルギー・環境会議（第10回）合同会議資料より作成）
8

※中部、北陸、中国電力管内における定着した節電分は、それぞれ一昨年比▲３．６％、▲３．７％、▲２．５％であることから、中部、北陸、中国
電力管内の節電目標を、それぞれ▲４％以上、▲４％以上、▲３％以上とする。

現行 ▲7％
標なし 標なし

▲5％ ▲15％ ▲5％ ▲5％ ▲7％ ▲10％

改訂後
変更
なし

変更
なし

変更
なし

▲4％
（定着した
節電分）

▲10％
▲4％
（定着した
節電分）

▲3％
（定着した
節電分）

変更
なし

変更
なし

-



(参考参考) 節電節電を促す新たなピーク電力を促す新たなピーク電力対策対策

特高・高圧大口需要家特高・高圧大口需要家
契約電力契約電力
500kW500kW以上以上

高圧高圧小口需要家小口需要家
契約電力契約電力
500kW500kW未満未満

低圧需要家低圧需要家

需要サイド 供給サイド

計画・随時調整契約の拡充
（新規メニューの設定、加入条件の緩和による

自家発の活用等）

Step 1: 需給情報の見える化、事前の相対契約
による計画的な供給力積み増し・需要抑制
（従来型手法の拡大）

Step 2: 相対取引の中で、価格の変化等に基づ
いて、需要家がタイムリーかつ主体的に自
家発や節電をコントロール

Step 3: 地域の枠組みを超え、取引市場で多数
の主体が参加することで節電のやり取りが
行われる仕組み

計画調整契約の拡充
（新規メニューの設定、加入条件の緩和

等）

電力各社から更なる融通の確保

契約電力の引き下げ

今夏に向けた取組み

自家発余剰購入の拡大

見
え
る
化
の
徹
底
（
需

ほぼスマートメーター導入 スマートメーター導入拡大・実証中

一般電気事一般電気事
業者業者

新電力新電力 自家発自家発
保有者保有者

季節別時間帯別料金の
活用

出所：今夏の電力需給対策について（平成24年5月18日エネルギー・環境会議（第8回）合同会議資料より）

■ 今夏に向け、市場メカニズムを活用しつつ、需給状況に応じて、需要家サイドの節電や自家発等の主体的な行動を促し、

「スマートな節電」等を通じて、需給ギャップの縮小・解消を図る。

■ 定期的にフォローアップを行い、その結果を今夏以降の取り組みや、電力システム改革の具体的な検討に反映させる。

新たなピーク時間帯料金
の設定

（選択約款による柔軟な
料金メニュー）「入札によるネガワット取引」

（随時調整契約の公募）

分散型・グリーン売電市場の開設
※小口自家発の取引環境整備

契約電力の引き下げ

時間前市場の利用要件を廃止

今夏以降取組の検討

需要家が参加可能な
ネガワット市場の創設

需給直前まで取引可能な
「リアルタイム市場」の創設

需給状況に応じた料金の導入
（市場連動・ﾘｱﾙﾀｲﾑﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞなど）

ＩＰＰの供給余力の拡大
（kWh、コスト対策）

アグリゲーターを活用したDSM
（東電：ビジネス・シナジー・プロポーザル） （BEMSアグリゲーター事業）

需
給
状
況
の
公
開
・
節
電
警
報
）

9

アグリゲーターによる
市場の活用



○総合資源エネルギー調査会基本問題委員会における検討では、今後のエネルギーミックスの選
択肢（原案）において、省エネによって2010年度比約２割削減（節電は約１割削減）を提示。

エネルギーミックス（原子力比率の見直し、更なる省エネの推進）エネルギーミックス（原子力比率の見直し、更なる省エネの推進）

（平成24年6月8日エネルギー・環境会議（第9回）合同会議配布資料より）エネルギーミックスの選択肢エネルギーミックスの選択肢
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震災を経て変わったこと震災を経て変わったこと

従来の省エネ対策 （量の概念）

11

電力需給バランスを意識した対策 （時間の概念）



３．業務部門のエネルギー消費の現状
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３．業務部門のエネルギー消費の現状



25.4万棟 , 

41%
2.2 万棟, 4%

1.4 万棟, 2%

○国土交通省「法人建物調査（H20年度）」によれば、我が国における民生業務用建物※１は
ストックベースで63.3万棟。

○ このうち10,000㎡以下の中小ビル等※２が61万棟と大多数を占める（500㎡未満の建物を
除いた場合でも35.6万棟（57%））。

民生用建物の割合（ストック）民生用建物の割合（ストック）

民生業務用の延べ床面積別棟数の割合（ストック）

41%

16.5 万棟, 

26%

10.2 万棟, 

16%

6.7万棟 , 

11%
500㎡未満

500～1,000㎡

1,000～2,000㎡

2,000～5,000㎡

5,000～10,000㎡

10,000㎡以上

計 ６３．３万棟

13出典:平成２０年度法人建物調査（国土交通省）を元により資源エネルギー庁作成

※１ 民生業務用：工場以外の法人建

物のうち、木造を除く法
人建物を民生業務用
として試算。

※２ 中小ビル等：上記、民生業務用の
建物のうち、500～
10,000㎡未満の建物
として試算。



大口需要家大口需要家
（契約電力（契約電力500kW500kW以上）以上）

契約電力ｋＷ
〔 〕は全国口数

建物の規模と電力契約規模とのイメージ建物の規模と電力契約規模とのイメージ

○業務分野における電力契約の割合は、契約口数（件数）ベースで全体の１％程度（高圧大口：約
２万口、高圧小口：約４９万口）。一方、電力量ベースでは、全体の約２割を占める。

○中小規模のビルや公共施設などに限っても、全電力使用量の約１４％程度。

業務部門の電力契約と電力使用量の割合業務部門の電力契約と電力使用量の割合

特別高圧

２７％

（うち特別高圧は約１万口）

（電力量ベースの割合）

大規模ビル

大規模生産事業所
（契約電力（契約電力500kW500kW以上）以上）

高圧小口需要家高圧小口需要家
（契約電力（契約電力500kW500kW未満）未満）

低圧需要家低圧需要家

〔約77万口〕
※うち業務用は約49万口

〔約7,180万口〕

500ｋＷ

50ｋＷ

14

電灯

３１％

高圧大口
（産業）

９％

高圧小口
（産業）

８％

高圧大口
（業務）

５％

〔約5万口〕
※うち業務用は約2万口

出典：電気事業の現状2012（電気事業連合会）より資源エネルギー庁作成

中小規模ビル

公共施設

中小工場

一般家庭

コンビニ等

(22%)

(36%)

低圧 ５％

高圧小口
（業務）

１４％

(41%)



○一般的なオフィスビルにおいては、オフィス専有部において全体の約６割のエネルギーを使用。
○オフィス専有部分の電力消費状況の内訳は、空調と照明で約７割。

業務部門の用途別電力使用の状況業務部門の用途別電力使用の状況

一般的なオフィスビルにおけるエネルギー使用場所

駐車場, 6.8%

オフィス専有部分における電力消費の割合

空調, 28%

照明, 40%

コンセント

（OA機器等）, 
32%

15

オフィス専有, 
60.2%

オフィス共有, 
6.4%

物販店

舗, 0.4%

飲食店

舗, 2.7%

飲食共

用, 0.3%

共用部, 23.2%

出典:オフィスビルの省エネルギー（省エネルギーセンター）

注：受変電設備、熱搬送等は共用部に含む



ピーク時間帯における電力使用（ｋＷ）の状況（東電の需要カーブ）ピーク時間帯における電力使用（ｋＷ）の状況（東電の需要カーブ）

5000

6000

7000
家庭 大口業務

小口業務 大口産業

小口産業

W
）

産業用：1,700万kW

１４時時点：約6,000万kW

大口産業

小口産業
28%

30%12%

30%

産業用

業務用（小口）

業務用（大口）

家庭用

ピーク時需要の割合

○ピーク時間帯（１４時断面）における電力使用の状況は、業務用（小口）が全体の３割を占める。

16※夏期最大電力使用日の需要構造推計（東京電力管内）資源エネルギー庁より

0

1000

2000

3000

4000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（
万
ｋ

W

家庭用：1,800万kW

業務用：2,500万kW

注１：送電ロス分約10％を含む
注２：「１４時」とは、１４～１５時の平均値を指す。

家庭

大口業務

小口業務

家庭用



ピーク時間帯における業種別の電力使用（ｋＷ）の実態ピーク時間帯における業種別の電力使用（ｋＷ）の実態

○ピーク時間帯（１４時断面）における電力使用の状況は、各業種に応じて様々であり、きめ細
かな対応が必要。

○ とはいえ、空調、照明でいかに効果的に節電・省エネを行うかは共通の課題。

業種別のピーク時間帯（夏期業種別のピーク時間帯（夏期1414時断面）における電力使用の内訳時断面）における電力使用の内訳

【オフィスビル】
【卸・小売店】 【スーパー】

17※出典：夏期の節電メニュー（資源エネルギー庁）

【医療機関】
【ホテル・旅館】 【飲食店】



４．業務部門の省エネ対策のトレンド
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４．業務部門の省エネ対策のトレンド



業務部門における省エネ対策の考え方業務部門における省エネ対策の考え方

建物自体や設備の省エネ化建物自体や設備の省エネ化

○省エネ対策の方向性は、「建物自体や使用設備をより省エネ性能の高いものを交換又は導

入すること」と「エネルギーをより効率的に、ムダなく、賢く使うための手法、機器の普及等によ

るもの」の両面で省エネを推進。

建物自体や設備の省エネ化建物自体や設備の省エネ化

ムダなく賢い使い方による省エネムダなく賢い使い方による省エネ
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建物自体や設備の
省エネ化

○建物の省エネ基準の見直し（省エネ法）

○建材の基準導入（省エネ法）

○省エネ設備導入の資金支援
・補助金
・リース補助
・低利融資 ネットゼロ化

業務部門における具体的な省エネ対策業務部門における具体的な省エネ対策

＜更なる展開＞

20

ムダなく賢い使い方
による省エネ

・低利融資
等

○節電診断・省エネ診断の強化

等
○ＢＥＭＳアグリゲータ

ネットゼロ化

スマート
コミュニティ

（技術開発支援）

○定期報告、届出（省エネ法）、ISO50001



建物自体や設備の
省エネ化

○建物の省エネ基準の見直し（省エネ法）

○建材の基準導入（省エネ法）

○省エネ設備導入の資金支援
・補助金
・リース補助

ムダなく賢い使い方
による省エネ

ムダなく賢い使い方
による省エネ

・低利融資
等

○節電診断・省エネ診断の強化

○ＢＥＭＳアグリゲータ
等

（技術開発支援）

○定期報告、届出（省エネ法）、ISO50001



○住宅・建築物の省エネ基準は平成１１年以降基準の改定が行われておらず、見直しが急務。

○住宅は断熱のみの定量的な規制から、断熱に加え建築設備を統合した一次エネルギー指標による規制に改める。

○建築物は断熱と建築設備をそれぞれ評価する規制から、これらを統合した一次エネルギー指標による規制に改める。

○基準見直しにより、建物の用途等の特性を踏まえた省エネの取組や再生可能エネルギーを評価することが可能。

○平成２４年度内の施行を予定。

現行の省エネ基準 見直し後の省エネ基準

建物自体や設備の省エネ化：規制①建物自体や設備の省エネ化：規制①
住宅・建築物の省エネ基準の見直し（一次エネルギー化）住宅・建築物の省エネ基準の見直し（一次エネルギー化）

・設備の性能や創エネ

建築物：断熱性能、機器性能を個々に評価

暖冷房

断熱性能

暖冷房 換気
発電設備等
太陽光

発電設備等

建築物：断熱性能、機器性能を統合し建物全体として評価

・設備の性能や創エネ
ルギーなどの取組を総
合的に評価
・断熱性能は空調負荷
の一部として評価

暖冷房
設備

換気
設備

照明
設備

給湯
設備

ＥＶ
設備

暖冷房
設備

換気
設備

照明
設備

給湯
設備

ＥＶ
設備

発電設備等発電設備等

・断熱性能と５つの設備全ての基準の達成が必要

・エネルギー使用量の少ない設備においても基準
達成のため高効率機器の導入などの対応が必要

例）事務所の給湯設備（事務所全体の約３％）

・建物全体として基準を達成

・エネルギー使用量の多い設備を重点的に改善し、
効率的に建物全体の省エネを図ることが可能

例）病院の給湯設備（病院全体の約４２％）

事務所の空調設備（事務所全体の約５０％）
22



○１９９８年の改正省エネ法に基づき、自動車や家電等の機械器具分野についてトップランナー
方式による省エネ基準を導入。

○２０１２年現在、２３機器が対象。

特定機器（２３機器）

１．乗用自動車 １７．自動販売機９．磁気ディスク装置

建物自体や設備の省エネ化：建物自体や設備の省エネ化： 規制②規制②
建築材料等に係るトップランナー基準の策定（１／２）建築材料等に係るトップランナー基準の策定（１／２）

燃費

(km/L) 19km/L

トップランナー方式の例乗用自動車のトップランナー基準のイメージ

２．貨物自動車

３．エアコンディショナー

４．テレビジョン受信機

５．ビデオテープレコーダー

６．照明器具

７．複写機

８．電子計算機

１８．変圧器

１９．ジャー炊飯器

２０．電子レンジ

２１．ＤＶＤレコーダー

２２．ルーティング機器

２３．スイッチング機器

１０．電気冷蔵庫

１１．電気冷凍庫

１２．ストーブ

１３．ガス調理機器

１４．ガス温水機器

１５．石油温水機器

１６．電気便座

23
トップランナー方式による省エネ基準

基準設定時 目標年度

18km/L

17km/L

15km/L15km/L

14km/L

13km/L

12km/L

16

製品区分ごとに加重
平均で達成を判断



○家庭・業務分野における省エネを推進するためには、設備・機器の省エネ性能の向上とともに、

建材等（断熱材・窓等）の省エネ性能の向上が不可欠。

○今通常国会に提出した、省エネ法の一部を改正する法律案において、建築材料等を新たにトッ

プランナー制度の対象に追加することを措置。住宅・建築物の省エネ性能の底上げを図る。

建材等の省エネ性能
住宅・建築物の省エネ
基準で規定（新築中心）

建物自体や設備の省エネ化：建物自体や設備の省エネ化：規制②規制②
建築建築材料等に係るトップランナー基準の材料等に係るトップランナー基準の策定（２／２）策定（２／２） （改正法案を国会提出中）（改正法案を国会提出中）

建物自体や設備の省エネ化：建物自体や設備の省エネ化：規制②規制②
建築建築材料等に係るトップランナー基準の材料等に係るトップランナー基準の策定（２／２）策定（２／２） （改正法案を国会提出中）（改正法案を国会提出中）

＜既存ストック住宅・建築物のリフォーム例＞

高断熱窓
【窓の交換】

住宅・建築物の
省エネ性能の決定要因

建材等の省エネ性能
（断熱材・窓等）

設備・機器の
省エネ性能

（暖冷房・換気・照明・給湯等）

基準で規定（新築中心）
→トップランナー基準での
規定により既築対策が可能

トップランナー基準で規定
→すでに一定の成果あり

樹脂サッシ 複層ガラス

既存天井・外壁の断熱材を撤去し、敷込断熱施工（注）
を行う。

（注）敷込断熱施工：高密度で高性能のマット状
の断熱材をはめ込む工法

【天井・外壁の断熱改修交換】

24



○工場・事業場等における省エネ設備へのリプレースについて補助。

○製造業、生活関連サービス業、運輸業、漁業、医療・福祉など幅広い業種を対象。

○計画した省エネ取組のうち、「技術の先端性」、「省エネ効果」及び「費用対効果」を踏まえて政策

的意義の高いものを採択。

建物自体や設備の省エネ化：補助金①建物自体や設備の省エネ化：補助金①
省エネ設備の導入補助省エネ設備の導入補助

建物自体や設備の省エネ化：補助金①建物自体や設備の省エネ化：補助金①
省エネ設備の導入補助省エネ設備の導入補助

●公募スケジュール
○執行団体：
一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）
○公募期間：○公募期間：
４月２０日（金）～５月２１日（月）
※２次以降の公募は未定

○補助率 単独事業 1/3以内
○平成24年度予算額：２９８億円

執行団体:一般社団法人環境共創イニシアチブ
http://sii.or.jp/energy_cutback/
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建物自体や設備の省エネ化：補助金②建物自体や設備の省エネ化：補助金②
事業者向けエコリース事業（環境省）事業者向けエコリース事業（環境省）
建物自体や設備の省エネ化：補助金②建物自体や設備の省エネ化：補助金②
事業者向けエコリース事業（環境省）事業者向けエコリース事業（環境省）

○一定の基準を満たす産業用機械、業務用設備等の幅広い分野の低炭素機器や再生可能エネ

ルギー設備をリースで導入した際に、リース料総額の3%（東北被災３県は10%）を補助。

26

○対象となるリース先
個人事業主、中小企業 等

○受付期間
補助金交付申請書の受付： 平成24年4月9日〜平成25年3月8日

○対象設備
新エネ設備｜熱源設備｜エネルギー変換設備｜厨房設備｜ 空調設備｜業務用冷蔵設備｜ 照明設備 等

執行団体：一般社団法人ＥＳＣＯ推進協議会
http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/○平成２４年度：１８億円



建物自体や設備の省エネ化：低利融資建物自体や設備の省エネ化：低利融資
中小向け省エネ設備の融資（日本政策金融公庫）中小向け省エネ設備の融資（日本政策金融公庫）

建物自体や設備の省エネ化：低利融資建物自体や設備の省エネ化：低利融資
中小向け省エネ設備の融資（日本政策金融公庫）中小向け省エネ設備の融資（日本政策金融公庫）

○中小規模の工場・事業場における中長期的な省エネ設備投資を支援するため、一定の基準を

満たす省エネルギー施設を設置する事業者（リース・レンタル等も含む）に対し、日本政策金融

公庫が低利で融資を行う。

利用できる方 融資対象 融資利率

省エネルギー施設を設置する者

＜省エネルギー施設の主な例＞
・省エネルギー型ボイラー
・省エネルギー型吸収式冷温水器
・燃料電池発電設備

等、建築物の省エネ性能の向上に資する設備機器及
び建築材料

２億７千万円まで
＜0.90～1.90＞
※特別金利

２億７千万円超
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※日本政策金融公庫
中小企業事業 URL：http://www.jfc.go.jp/
国民生活事業 URL： http://www.jfc.go.jp/k/

び建築材料

※但し、既存設備に対し、省エネ効果が２５％以上のもの。
また、更新の場合は、更新前の設備に対し、省エネ効果が４０％以
上のもの。

２億７千万円超
＜1.55～2.55＞
※基準金利

省エネルギー施設を取得するリー
ス・レンタル事業者

特定高性能エネルギー消費設備の
導入等を行う者

・特定の高性能工業炉
・高性能ボイラー
・これらと同等の性能を担保するための付加設備 等

２億７千万円まで
＜ 窓口まで ＞

２億７千万円超
＜1.55～2.55＞

本制度の融資条件

融資限度額 直接貸付 ７億２千万円

融資期間 設備資金 １５年以内

※上記内容は一部であり、詳細は各窓口まで。



建物自体や設備の
省エネ化

建物自体や設備の
省エネ化

○建物の省エネ基準の見直し（省エネ法）

○建材の基準導入（省エネ法）

○省エネ設備導入の資金支援
・補助金
・リース補助
・低利融資

等

（技術開発支援）

○定期報告、届出（省エネ法）、ISO50001

ムダなく賢い使い方
による省エネ

○節電診断・省エネ診断の強化

等
○ＢＥＭＳアグリゲータ

○定期報告、届出（省エネ法）、ISO50001



○工場やビルなどの節電・省エネを推進するため、専門家を派遣し、工場・ビル等における燃料や

電気の使い方、設備・機器の導入や運転見直しに関する改善提案を無料で実施。

○今年度は、ピーク電力の削減を目標とした無料の節電診断もあわせて実施。

○総計で2,000件程度を予定（１事業所あたり原則1日）。

ムダなく賢い使い方による省エネムダなく賢い使い方による省エネ
省エネ・節電の無料診断省エネ・節電の無料診断

ムダなく賢い使い方による省エネムダなく賢い使い方による省エネ
省エネ・節電の無料診断省エネ・節電の無料診断

執行団体：省エネルギーセンター
http://www.shindan-net.jp/

無料省エネ診断

＜対象＞ 年間のエネルギー使用量が、100kL～1,500kL未満の中小の工場・ビル等
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＜対象＞ 年間のエネルギー使用量が、100kL～1,500kL未満の中小の工場・ビル等
（※中小企業は、1,500kL以上も対象）

＜診断の流れ＞
①熱を含めた省エネ全般について診断。
②事前調査書にエネルギー使用状況を記入し、その後専門家を派遣。
③現地で、実際の設備や運転管理状況等を確認。
④診断結果をレポートとして報告(希望により、診断結果の説明会を行うことも可能)。

無料節電診断

＜対象＞ 契約電力50kW以上の高圧電力又は特別高圧電力契約者の工場・ビル等
（※中小企業に限りエネルギー管理指定工場も対象）



ムダなく賢い使い方による省エネ：補助金ムダなく賢い使い方による省エネ：補助金
住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化
ムダなく賢い使い方による省エネ：補助金ムダなく賢い使い方による省エネ：補助金
住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化

・１／２以内・上限３５０万

・新築および既築住宅に、高断熱性能、高性能設備と
制御機構等を組み合わせて、住宅の年間の１次エネ
ルギー消費量を正味（ネット）で概ねゼロとなる住

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）支援事業

・原則１／３以内・上限５億円

・ＺＥＢに資するような高性能設備機器等を導入
し、年間のエネルギー消費量を一定量削減できる
（新築：３０％以上、既築：２５％以上）建築物

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業

～ネット・ゼロ・エネルギー化とは～

建物の躯体や設備の省エネ性能の向上、再生可能エネルギーの活用等によって、建物全体
としての年間の一次エネルギー消費量をゼロにすること。

（平成２４年度予算額：７０億円）
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外気冷房、ＣＯ２制御
変流量・変風量制御システム

デシカントシステム
（除湿を活用した冷房システム）

Hf照明、ＬＥＤ照明
人感センサー制御
初期照度照明
昼光連動制御

光ダクトシステム

統合制御システム

自動換気制御システム

ハイブリッド空調制御技術

太陽光発電システム

蓄電池

躯体の高断熱化

太陽熱温水器

高効率空調機
輻射空調機

高効率給湯器 HEMS

LED照明
人感センサー

ルギー消費量を正味（ネット）で概ねゼロとなる住
宅を導入する建築主等へ支援を行う。

・公募期間：５月１１日～６月２２日

・予約者決定：平成２４年７月末

ゼロ・エネルギー化推進室：http://www.zero-ene.jp/

（新築：３０％以上、既築：２５％以上）建築物
の新築・改築等を行う建築主等へ支援を行う。

・公募期間：５月２８日～６月２９日

・予約者決定：平成２４年８月上旬



５．BEMSアグリゲータ
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５．BEMSアグリゲータ



○ＢＥＭＳ導入は、ビル全体での設置工事が伴うことから、新築時もしくは既築における大規模

改修時のタイミングに設置されるケースが多い。

○また、竣工後１０年を経過する民生業務用ビルの割合は、全体の約９割であること、（社）日本

ビルヂング協会連合会の調査によれば、中小ビルにおけるＢＥＭＳ導入率は４％との結果。

→ 既築の中小ビルにおけるＢＥＭＳ導入が進んでいないのが実情。

ＢＥＭＳの導入状況ＢＥＭＳの導入状況

民生業務用ビル（ストック）の竣工年代別の割合 中小ビルにおけるＢＥＭＳの導入率

100%

91%

96%

0%

9%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

大阪

東京

全体

未導入 導入
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5%

2%

11%

21%

11%14%

14%

11%

8%
3%

昭和２５年以前

昭和２６ ～ ３５年

昭和３６ ～ ４５年

昭和４６ ～ ５５年

昭和５６ ～ ６０年

昭和６１ ～ 平成 ２年

平成 ３ ～ ７年

平成 ８ ～ １２年

平成１３ ～ １７年

平成１８年以降

計 ６３．３万棟

出典:平成２０年度法人建物調査（国土交通省） 出典:続・中小ビルの経営者ができる地球温暖化防止対策2010年版
（（社）日本ビルヂング協会連合会）



� 高機能なエネルギー管理機器しか存在していない（大規模ビル用のみ）

→ 高機能なBEMSを設置しても使いこなせない

� 省エネ投資（イニシャルコスト）の回収長期化

中小ビルでＢＥＭＳ導入が進まなかった背景

33

→ エネルギー管理の仕組み、専門家の不在

� テナントとオーナーの利害不一致

→ テナント料等のコストの見える化



○中小ビルに合わせたＢＥＭＳ機能の簡素化と多棟管理（複数建物の管理）によるコスト低減。

○省エネコンサルプロバイダ、管理システムプロバイダの価格競争によるコスト低減。

→ リーズナブルな機器の普及、集中管理（アグリゲート）が効果的となる。

中小ビルにおけるＢＥＭＳ導入の検討ポイント中小ビルにおけるＢＥＭＳ導入の検討ポイント
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小口需要家小口需要家
（中堅・中小企業）（中堅・中小企業） 電力会社電力会社

BEMSBEMS
アグリゲータアグリゲータ

○中小既築ビル等にリーズナブルなＢＥＭＳを導入し、クラウド等による集中管理システムを通じた、
需要家の電力消費量の把握と節電を支援するための導入事業を実施。

○将来的には、電力供給の逼迫時等において、電力会社が設定する電気料金またはインセンティブ
の支払に応じて、需要家側が電力の使用を抑制するよう電力消費パターンを変化させる（デマンド
レスポンス：ＤＲ）サービスへの展開も視野。

→ ２１のコンソーシアムを選定し、補助事業を開始（予算額３００億円）。

中小ビルに対する中小ビルに対するBEMSBEMS導入促進に向けた取り組み導入促進に向けた取り組み中小ビルに対する中小ビルに対するBEMSBEMS導入促進に向けた取り組み導入促進に向けた取り組み

補助ターゲット

・スマートメータや蓄電池等の省エネ機器
・省エネコンサルやアフターサービス等

（中堅・中小企業）（中堅・中小企業） 電力会社電力会社

デマンドレスポンス
サービス等

アグリゲータアグリゲータ
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中小ビルへのＢＥＭＳ
の普及

アグリゲータ・

ＥＭＳサービスの育成

＜今後の見通し＞

ＤＲサービスへの発展

リーズナブルな価格のBEMS
省エネコンサルの提供



BEMSBEMSアグリゲータの一覧アグリゲータの一覧BEMSBEMSアグリゲータの一覧アグリゲータの一覧

BEMSBEMSアグリゲータ（幹事会社）アグリゲータ（幹事会社）

エナリス 日立製作所 NTTファシリティーズ

ダイキン工業 イーエムシー 日本ユニシス

日本IBM
・イオンディライト
・エディオン
・日本電気

日本テクノ ユアテック

九電工 エービル

大崎電気工業 三井情報

36

ヴェリア・ラボラトリーズ パナソニックESエンジニアリング 洸陽電機

NTTデータカスタマーサービス 東芝 アズビル

富士通 オリックス 計２１コンソーシアム

※詳細は、環境共創イニシアチブ（SII）ホームページを参照。
http://sii.or.jp/energy_system_bems/?archives=5



本事業の目標と効果

１０％の節電効果により、
９１万kWを削減。

契約件数

・今夏まで １.４万件

・平成25年3月まで ２.７万件

・平成26年3月まで ３.７万件

６.５万件

※上記の数値は全採択事業者の事業計画における目標の合計値

将来の事業展開の例
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将来の事業展開の例

1. ＢＥＭＳ機器を用いて、需要家に多
様な省エネ・節電事業を行う事業者

２１件

2. 1.に加え、電力会社や新電力等と
連携することでデマンドレスポンス
事業を行う事業者

１４件



１．東京電力・１．東京電力・原子力損害賠償支援原子力損害賠償支援機構「ビジネス機構「ビジネス・シナジー・・シナジー・プロポーザル」プロポーザル」

【概要】 今夏のピーク需要抑制に寄与する取り組みを、公募により５件採択。 （特別高圧、高圧大口・小口向け）

【目標】 ピーク需要抑制規模 Ｈ２４年度夏期：約４０万ｋＷ
Ｈ２６年度夏期：約１４０万ｋＷ

採択事業者 ビジネスプラン（活用する主な機器）

NTTファシリティーズ、エネット デマンドレスポンスプラン（ＢＥＭＳの活用）

環境経営戦略総研 商業施設向けデマンドレスポンスソリューション（ＢＥＭＳの活用）

関東電気保安協会 Ｗｅｂデマンド監視装置の活用による電力抑制（デマンド監視装置の活用）

動き始めたデマンドレスポンスへの取組

三愛石油、グローバルエンジニアリング スマートカットプラン（自家発電の活用）

日立製作所、ダイキン工業、エナリス 需給統合計画によるピーク需要抑制シナジー事業（ＢＥＭＳの活用）

38出所：東京電力、関西電力HP等より資源エネルギー庁作成

２．関西電力２．関西電力 「ピークカット対策のためのデマンドレスポンスの取組」「ピークカット対策のためのデマンドレスポンスの取組」

① 入札等によるネガワット取引 （特別高圧・高圧大口向け）

７月２日よりネガワット取引（需給逼迫が予想される場合に、電力会社する負荷抑制のための節電を入札により確保す
る仕組み）を実施。

② アグリゲータを活用したデマンドサイドマネジメント （特別高圧、高圧大口、高圧小口向け）
ＢＥＭＳを導入したビル・工場等の高圧小口の複数の需要家をとりまとめ、負荷調整・ピーク抑制を実施するＢＥＭＳア
グリゲータを募集（5/28～6/15）。 ※採択事業者決定後、関電ＨＰに掲載予定



○省エネのキープレーヤーとしての自立

→ 安価で中小ビルに適したＢＥＭＳ機器、エネルギー管理支援サービスの提供

→ ビルオーナー、テナント事業者と共同での省エネの取組

→ 新たなアグリゲータの創出

ＢＥＭＳアグリゲータの発展に向けた課題ＢＥＭＳアグリゲータの発展に向けた課題

○新しいエネルギー管理支援サービスの展開支援

→ 誰もが活用可能なエネルギー使用状況のデータ整備

→ デマンドレスポンス、ネガワット取引に向けたルールの策定
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６．省エネからエネルギーマネジメントへ
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６．省エネからエネルギーマネジメントへ



住宅・建築物の最適化 地域内・地域間での最適化

○ エネルギー管理システム（HEMS・BEMS）や、高効率空調、給湯、照明等の設備・機器の導入によ
り今夏以降の電力需給対策に対応。

○ さらに、住宅・建築物全体のエネルギー管理を行うことでシステム全体の省エネを追求。
○ エネルギー管理にとどまらず、複数家庭、ビル間、さらには地域でのエネルギー管理により、さら
に効率的なエネルギー管理が可能。

ZEB

省エネルギーからエネルギーマネジメントへ（今後の発展イメージ）省エネルギーからエネルギーマネジメントへ（今後の発展イメージ）

エネルギー管理機器等の導入

GEGE

コジェネ

ZEH
（ネット・ゼロ・
エネルギーハウス）

ZEB
（ネット・ゼロ・
エネルギービル）

スマートコミュニティスマートコミュニティ
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ＨＥＭＳ ＢＥＭＳ

GEGE

空調、照明等と連携し機器を制御

※ ＺＥＢ／ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル／ハウス）：年間の1次エネルギー消費量がネット
で概ねゼロとなる建築物／住宅



ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。


